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６
月
議
会
で
、
市
が
障
が
い
者
雇
用
の

対
象
を
身
体
障
が
い
者
に
限
定
す
る
こ
と
は

法
律
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
制
限
を
な
く
す

べ
き
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
ま
だ
受
入
環
境

が
十
分
に
整
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
答
弁

だ
っ
た
が
、
８
月
の
採
用
試
験
の
募
集
か
ら
、

精
神
障
が
い
者
や
知
的
障
が
い
者
に
も
対
象

が
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
急
な
変
更
の
理
由
は

何
か
。

	

議
員
か
ら
の
指
摘
や
長
崎
労
働
局
か
ら

の
助
言
も
踏
ま
え
、
他
都
市
の
事
例
な
ど
を

確
認
し
た
う
え
で
、
障
害
者
雇
用
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
、
障
害
の
あ
る

方
の
申
出
に
対
し
一
つ
ず
つ
対
応
し
な
が
ら

正
規
雇
用
に
関
す
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
が

最
善
で
あ
る
と
判
断
し
、
今
年
度
の
採
用
試

験
の
募
集
か
ら
全
て
の
障
害
の
あ
る
方
を
募

集
対
象
と
す
る
よ
う
見
直
し
た
。
障
害
の
あ

る
方
が
、
能
力
を
発
揮
し
、
長
期
的
に
安
定

し
て
働
き
続
け
る
た
め
に
、
引
き
続
き
職
場

環
境
の
充
実
に
努
め
て
い
き
た
い
。

本
市
の
障
が
い
者
雇
用
促
進

問問答

市
民
ク
ラ
ブ

池
田
　
章
子

	

長
崎
南
北
幹
線
道
路
整
備
に
伴
う
平
和

公
園
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
再
配
置
に
つ
い
て
は
、

各
施
設
の
移
転
先
を
決
定
し
、
各
施
設
の
再

整
備
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
聞
い

て
い
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
移
転
に
係
る

県
か
ら
の
補
償
費
と
建
設
に
係
る
国
か
ら
の

補
助
金
制
度
活
用
の
た
め
の
協
議
状
況
を

伺
い
た
い
。

	

県
は
令
和
６
年
度
末
か
ら
各
施
設
の
移

転
補
償
の
た
め
の
建
物
調
査
に
着
手
し
て
お

り
、
現
在
、
補
償
費
用
の
算
定
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
本
市
は
、
補
償
費
の
早
期
提
示
を

改
め
て
県
へ
要
望
し
て
お
り
、
補
償
費
の
概

算
は
今
年
度
末
ま
で
に
提
示
さ
れ
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
移
転
後
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
の
整
備
は
本
市
が
実
施
す
る
が
、
補
助

金
を
最
大
限
活
用
す
る
た
め
国
土
交
通
省
の

補
助
金
制
度
の
活
用
を
検
討
し
て
い
る
。
補

助
金
の
活
用
に
は
、
国
か
ら
具
体
的
な
施
設

の
整
備
計
画
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
整

備
計
画
の
策
定
後
、
速
や
か
に
国
や
県
と
協

議
を
進
め
て
い
く
。

平
和
公
園
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
再
配
置

問問答

自
民
創
生

澤
㔟
み
ず
き

	

８
月
に
開
催
さ
れ
た
ミ
ラ
イ
の
平
和
活

動
展
で
は
、
教
育
版
マ
イ
ン
ク
ラ
フ
ト
を

使
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、
新
た
な
デ

ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
活
用
し
た
体
験
型
学

習
が
行
わ
れ
た
が
、反
響
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

	

こ
の
企
画
展
で
は
、
小
学
生
の
親
子
25

組
が
被
爆
前
の
長
崎
の
町
並
み
を
再
現
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
高
校
生
が
Ａ
Ｉ
を
活

用
し
て
戦
前
・
戦
後
の
白
黒
写
真
を
カ
ラ
ー

化
す
る
取
組
を
実
施
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
、

得
ら
れ
た
知
見
を
生
か
し
て
継
承
し
て
い
き

た
い
、
カ
ラ
ー
化
し
た
写
真
を
見
る
と
よ
り

現
実
的
に
感
じ
る
、
こ
の
活
動
を
続
け
る
べ

き
、
な
ど
の
感
想
を
頂
い
た
。
こ
の
企
画
展

は
、
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
、
被

爆
の
実
相
を
効
果
的
に
伝
え
る
と
と
も
に
、

若
い
世
代
が
、
長
崎
の
記
憶
を
未
来
へ
つ
な

げ
る
意
識
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

ミ
ラ
イ
の
平
和
活
動
展
の
反
響

問問答

公
明
党

久
　
八
寸
志

令和７年９月定例会を次のとおり開催しました。
9月5日 本会議 議案上程（委員会付託）
9月10日～11日,
16日～17日 本会議 市政一般質問

9月18日～19日,
22日, 24日 常任委員会

9月25日 特別委員会
9月29日 本会議 委員長報告等

各種使用料・手数料改定に係る議案を可決
〇市の施設利用や手続に係る使用料・手数料について、
受益者負担の適正化を図るため、関係する条例を改正す
る議案を可決しました。
　なお、「使用料及び手数料の改定に当たり適切な対応を
求める意見書」を可決し、議会から市長へ提出されました。
〇各種使用料・手数料の改定については、令和８年４月
以降、新たな料金が適用される予定です。

一 般 質 問 質問した順番で掲載しています。
各議員名の下にあるQRコード※から質問の映像をご覧になれます。
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子
育
て
サ
ポ
ー
ト
を
依
頼
す
る
「
お
ね

が
い
会
員
」
か
ら
は
利
用
料
が
高
い
、
依
頼

を
受
け
る
「
ま
か
せ
て
会
員
」
か
ら
は
報
酬

が
低
い
と
の
声
が
聞
か
れ
る
。
市
の
公
費
負

担
に
よ
り
、
利
用
料
の
減
額
と
報
酬
の
増
額

を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

	

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
業
は
、
有
償
で
は
あ
る
も
の
の
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
の
性
格
が
強
い
活
動
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。
同
事
業
は
地
域
住
民
に

よ
る
子
育
て
の
支
え
合
い
活
動
と
し
て
非
常

に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
報
酬
や
利
用
料
金

の
在
り
方
に
つ
い
て
は
課
題
の
一
つ
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
が
、
公
費
負
担
に
よ
る
報

酬
の
引
上
げ
や
利
用
料
の
減
免
に
は
財
政
負

担
も
伴
う
た
め
、
他
都
市
の
状
況
等
も
踏
ま

え
な
が
ら
、
今
後
の
制
度
の
あ
る
べ
き
姿
を

検
討
し
て
い
く
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事
業

問問答

	

令
和
７
年
３
月
に
長
崎
市
Ｄ
Ｘ
推
進
計

画
が
改
訂
さ
れ
た
が
、
第
一
期
か
ら
こ
れ
ま

で
の
具
体
的
な
取
組
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

	

本
市
に
お
い
て
は
、
引
っ
越
し
や
子
育

て
な
ど
市
民
に
身
近
な
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン

化
を
優
先
的
に
進
め
て
き
た
。
そ
の
ほ
か
、

な
が
さ
き
マ
ッ
プ
の
拡
充
を
は
じ
め
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
り
、
市
民
が
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を

増
や
し
、
市
民
の
利
便
性
の
向
上
に
努
め
て

い
る
。
さ
ら
に
、
自
治
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
支

援
、
高
齢
者
向
け
ス
マ
ホ
サ
ロ
ン
の
開
催
、

学
校
教
育
で
の
Ａ
Ｉ
型
教
材
の
導
入
、
長
崎

大
学
と
連
携
し
た
子
ど
も
向
け
最
新
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
体
験
の
場
の
提
供
な
ど
、
市
民
生
活

の
Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
取
組

を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も

長
崎
市
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
に

掲
げ
る
施
策
を
実
現
し
、

市
全
体
の
Ｄ
Ｘ
推
進
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

長
崎
市
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
の
進
捗

問問答

市
民
ク
ラ
ブ

山
谷
よ
し
ひ
ろ

自
民
創
生山

﨑
　
猛

	

橘
湾
に
お
け
る
赤
潮
は
、
湾
内
で
の
発

生
も
あ
る
が
、
有
明
海
や
八
代
海
か
ら
の
流

入
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
橘
湾
の
赤
潮
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
に
も
、
熊
本
県
と
の
連
携
を
図

る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
本
市
の
考
え
を
伺
い

た
い
。

	
橘
湾
の
赤
潮
発
生
に
は
有
明
海
や
八
代

海
か
ら
の
流
入
に
よ
る
影
響
も
あ
り
、
広
域

的
な
取
組
が
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。
昨
年
度
は
長
崎
県
、
熊
本
県
、
鹿
児
島

県
の
三
県
合
同
で
国
に
対
し
赤
潮
被
害
対
策

の
緊
急
要
望
を
行
っ
た
ほ
か
、
今
年
度
は
熊

本
県
選
出
の
国
会
議
員
に
も
要
望
活
動
を

行
っ
た
。
さ
ら
に
、
長
崎
県
と
熊
本
県
の
関

係
機
関
と
の
間
で
情
報
共
有
を
図
っ
て
い
る

ほ
か
、
熊
本
県
内
の
漁
協
と
も
協
力
し
八
代

海
の
養
殖
場
に
も
観
測
機
器
を
設
置
す
る
な

ど
、
有
害
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
発
生
状
況
を
迅

速
か
つ
広
域
的
に
把
握
で
き
る
体
制
を
整
備

し
て
お
り
、
今
後
も
連
携
を
強
化
し
て
い
き

た
い
。

広
域
的
な
赤
潮
対
策

問問答

市
民
ク
ラ
ブ

野
口
　
達
也

	

滑
石
地
区
の
大
井
手
川
は
、
大
神
宮
交

差
点
付
近
の
整
備
が
お
お
む
ね
完
了
し
た
と

の
こ
と
だ
が
、
現
在
は
雑
草
が
生
い
茂
り
、

立
入
り
を
制
限
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
で
、
大
井
手
川
を
子
ど
も
た

ち
が
遊
べ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の

資
源
と
し
て
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
の

か
伺
い
た
い
。

	

現
在
は
安
全
対
策
が
必
要
な
た
め
、
一

部
で
立
入
り
を
制
限
し
て
い
る
が
、
令
和
８

年
度
中
に
安
全
施
設
の
整
備
を
行
い
、
立
入

り
制
限
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。
魚
が
す

み
、
自
然
と
触
れ
合
え
る
環
境
は
、
滑
石
地

区
の
新
た
な
資
源
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
の

環
境
を
、
家
族
や
学
校
で
の
学
習
の
場
、
体

験
の
場
な
ど
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
地
域
の

皆
様
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
、
今
後
も
活
用

に
つ
い
て
意
見
交
換
し
な
が
ら
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

大
井
手
川
を
活
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り

問問答

新
政
ミ
ラ
イ

平
　
た
け
し
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若
者
の
定
着
は
本
市
の
重
要
な
課
題
で

あ
る
。
市
は
、
若
者
の
声
を
聞
く
場
で
あ
る

「
な
が
さ
き
若
者
会
議
」
の
今
後
の
方
向
性

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

若
者
が
定
着
す
る
た
め
の
政
策
を
パ
ッ
ケ
ー

ジ
化
し
て
市
民
に
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る

考
え
は
な
い
か
。

	

本
市
で
は
、
若
い
世
代
に
選
ば
れ
る
魅

力
的
な
ま
ち
を
目
指
す
べ
き
姿
と
し
て
掲
げ
、

若
い
世
代
を
意
識
し
た
取
組
を
進
め
て
い
る
。

若
者
が
学
び
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
場
と
し

て
立
ち
上
げ
た
「
な
が
さ
き
若
者
会
議
」
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
メ
ン
バ
ー
と
今
後
の
方

向
性
の
協
議
を
続
け
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も

若
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
伴
走
し
な
が
ら
、

よ
り
良
い
学
び
と
挑
戦
の
場
に
な
る
よ
う
努

め
る
。
ま
た
、
政
策
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
見
せ

て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
対
策
や

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
で
行
っ
て
お
り
、
引
き
続

き
効
果
的
な
見
せ
方
を
意
識

し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

人
口
減
少
下
に
お
け
る
若
者
の
定
着

問問答

	

高
校
生
世
代
の
こ
ど
も
福
祉
医
療
費
は

償
還
払
い
で
の
支
給
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
申

請
手
続
が
市
民
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
令

和
８
年
度
の
制
度
見
直
し
に
あ
た
り
、
県
が

現
物
給
付
を
実
施
し
な
か
っ
た
場
合
、
市
が

単
独
で
現
物
給
付
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、

見
解
を
伺
い
た
い
。

	

市
独
自
で
こ
ど
も
福
祉
医
療
費
の
現
物

給
付
を
実
施
し
た
場
合
、
約
8,000
万
円
の
増
額

が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
こ
ど
も
・
子
育
て
施

策
全
体
の
中
で
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
県
に
お
い
て
は
、
令
和
８
年
度
か
ら

の
支
給
方
法
や
県
補
助
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

今
年
度
中
に
明
示
す
る
と
し
て
お
り
、
県
知

事
か
ら
「
現
行
の
償
還
払
い
方
式
は
手
続
が

煩
雑
で
あ
り
、
県
民
に
と
っ
て
利
便
性
の
高

い
制
度
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
発
言
も
頂
い

て
い
る
。
本
市
と
し
て
も
、
引
き
続
き
県
に

対
し
て
現
物
給
付
化
の
実
現
を
強
く
要
請
し

て
い
く
。

高
校
生
世
代
の
こ
ど
も
福
祉
医
療
費

の
現
物
給
付

問問答

自
民
創
生

梅
元
　
建
治

日
本
共
産
党

大
石
ふ
み
き

	

公
共
施
設
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理

を
一
括
し
て
専
門
業
者
へ
委
託
す
る
こ
と
で
、

コ
ス
ト
削
減
及
び
統
一
的
な
維
持
管
理
体
制

に
よ
る
効
率
的
な
管
理
と
リ
ス
ク
低
減
が
見

込
ま
れ
る
と
思
う
が
、
市
の
見
解
を
伺
い

た
い
。

	
公
共
施
設
に
お
け
る
一
括
し
た
維
持
管

理
の
実
施
は
事
務
の
効
率
化
や
安
全
性
の
向

上
、
コ
ス
ト
削
減
等
も
見
込
ま
れ
、
有
効
な

手
段
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
在
は
、
学

校
施
設
の
包
括
施
設
管
理
業
務
委
託
や
、
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
な
ど
一
部
の
施
設
に
お
い

て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
保
守
点
検
業
務
の
一

括
発
注
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
効
果
を
踏
ま

え
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理
に
係
る
専

門
業
者
へ
の
一
括
管
理
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
各
公
共
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
管

理
状
況
の
整
理
や
費
用
対
効
果
の
分
析
を
行

う
と
と
も
に
、
他
都
市
の
導
入
事
例
も
参
考

に
し
な
が
ら
、
本
市
の
実
情
に
応
じ
た
維
持

管
理
体
制
の
構
築
に
向
け
て
研
究
を
進
め

た
い
。

公
共
施
設
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
維
持
管
理

へ
の
専
門
業
者
導
入

問問答

公
明
党

山
本
　
信
幸

	

９
月
12
日
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
並
び
に

敬
宮
愛
子
内
親
王
殿
下
が
平
和
公
園
を
ご
訪

問
さ
れ
た
際
、
公
園
に
国
旗
が
掲
揚
さ
れ
て

お
ら
ず
大
変
残
念
に
思
っ
た
。
ま
た
、
平
和

祈
念
式
典
で
も
国
旗
の
掲
揚
が
な
い
が
、
本

市
の
国
旗
掲
揚
に
対
す
る
考
え
方
を
伺
い
た

い
。

	

市
庁
舎
や
地
域
セ
ン
タ
ー
等
の
掲
揚
台

の
あ
る
施
設
で
は
、
原
則
、
平
日
と
祝
日
に

国
旗
を
掲
揚
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
イ
ベ

ン
ト
等
で
は
、
開
催
趣
旨
や
目
的
、
主
催
者

の
要
請
等
を
勘
案
し
て
掲
揚
の
判
断
を
行
っ

て
い
る
。
国
旗
は
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
証
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す

も
の
と
認
識
し
て
い
る
が
、
国
旗
掲
揚
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
各
種
行
事
の
趣
旨
や
施

設
の
目
的
な
ど
を
勘
案
し
判
断
し
て
い
く
。

な
お
、
平
和
祈
念
式
典
で
の
国
旗
掲
揚
を
こ

れ
ま
で
検
討
し
た
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。

原
爆
犠
牲
者
の
慰
霊
と
世
界
恒
久
平
和
へ
の

祈
念
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
る
よ
う
、
式

典
を
実
施
し
て
い
く
。

国
旗
掲
揚
に
対
す
る
本
市
の
考
え
方

問問答

自
民
創
生

浅
田
　
真
五
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他
都
市
で
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
外

出
支
援
の
た
め
、
バ
ス
停
へ
の
ベ
ン
チ
等
の

設
置
を
推
進
し
て
い
る
。
高
齢
化
が
進
む
本

市
で
も
、
全
バ
ス
停
の
ベ
ン
チ
環
境
調
査
を

実
施
し
、
誰
も
が
利
用
し
や
す
い
バ
ス
停
の

環
境
整
備
を
推
進
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
市

の
見
解
を
伺
い
た
い
。

	

超
高
齢
社
会
が
進
展
す
る
中
、
公
共
交

通
の
利
便
性
向
上
は
福
祉
の
観
点
か
ら
も
重

要
と
考
え
て
い
る
。
長
崎
市
地
域
公
共
交
通

計
画
で
は
、
主
要
な
交
通
結
節
点
の
整
備
を

進
め
る
こ
と
と
し
、
矢
上
バ
ス
停
等
で
待
合

環
境
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
バ

ス
停
は
、
交
通
事
業
者
が
原
則
行
う
も
の
と

し
、
可
能
な
限
り
上
屋
の
設
置
等
が
進
め
ら

れ
て
い
る
が
、
全
バ
ス
停
へ
の
設
置
に
は
地

形
的
な
制
約
等
の
課
題
が
あ
る
。
現
在
、
市

で
は
利
用
者
の
多
い
バ
ス
停
を
対
象
に
調
査

を
進
め
て
お
り
、
引
き
続
き
関
係
部
局
や
交

通
事
業
者
に
、
バ
ス
停
の
環
境
整
備
の
推
進

を
働
き
か
け
て
い
く
。

高
齢
者
等
の
た
め
の
バ
ス
停
環
境
の

整
備

問問答

	

当
該
医
療
費
に
係
る
申
請
や
更
新
の
際

は
、
多
く
の
書
類
の
提
出
や
窓
口
で
の
手
続

が
必
要
で
あ
り
、
保
護
者
に
と
っ
て
大
き
な

負
担
と
な
っ
て
い
る
。
他
都
市
で
は
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
市
で

導
入
す
る
考
え
は
な
い
か
。

	

本
市
で
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
の
対
象
と
な
る
疾
患
を
抱
え
る
18
歳
未
満

の
児
童
の
医
療
費
を
助
成
し
て
お
り
、
令
和

６
年
度
は
計
418
人
に
助
成
を
行
っ
て
い
る
。

国
は
、
今
年
３
月
末
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
る
よ
う
標
準
様

式
を
示
し
た
が
、
申
請
書
類
の
一
部
は
依
然

と
し
て
紙
媒
体
で
の
提
出
と
な
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
本
市
で
は
導
入
し
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
手
続
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
こ

と
や
他
都
市
で
の
実
績
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
市
に
お
い
て
も
、
速
や
か
に
導
入
の
た
め

の
作
業
を
進
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き

る
環
境
を
整
え
て
い
く
。

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
に
係
る

手
続
の
簡
素
化

問問答

公
明
党

永
尾
　
春
文

公
明
党

福
澤
　
照
充

	

本
市
に
は
「
長
崎
」
と
一
目
で
わ
か
る

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
が
少
な
い
。
よ
り
多
く
の

観
光
客
に
訪
れ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
例

え
ば
青
森
に
お
け
る
リ
ン
ゴ
の
オ
ブ
ジ
ェ
の

よ
う
に
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
も
の
を
市
の

施
設
を
中
心
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
ま
ち
な

か
の
回
遊
性
を
高
め
る
仕
掛
け
と
す
る
考
え

は
な
い
か
。

	

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
設
置
は
訪
問
客
の

回
遊
性
を
高
め
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
寄
与

す
る
手
段
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
が
、
設
置

場
所
に
よ
っ
て
は
、
景
観
へ
の
調
和
や
訪
問

客
の
滞
留
に
よ
る
影
響
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、

近
隣
住
民
の
理
解
や
管
理
上
の
課
題
等
が
生

じ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た
め
本
市
に
お
け

る
オ
ブ
ジ
ェ
を
活
用
し
た
フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト

の
導
入
は
、
こ
う
し
た
課
題
の
整
理
を
十
分

に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後

と
も
、
ご
提
案
も
参
考
に
し
な
が
ら
市
内
を

楽
し
く
回
遊
で
き
る
周

遊
型
観
光
の
推
進
に
つ

な
げ
て
い
き
た
い
。

ま
ち
な
か
に
回
遊
性
を
持
た
せ
る
た

め
の
仕
掛
け
作
り

問問答

新
政
ミ
ラ
イ

阿
部
の
ぞ
み

	

本
市
で
は
公
園
を
利
用
実
態
に
合
わ
せ

て
廃
止
・
集
約
し
て
い
く
方
針
だ
が
、
方
針

や
計
画
に
対
す
る
市
民
へ
の
周
知
・
説
明
が

進
ん
で
い
な
い
。
ま
た
現
在
の
公
園
を
安
全

安
心
に
利
用
す
る
た
め
の
課
題
も
あ
る
。
市

は
長
期
的
な
計
画
と
当
面
の
課
題
解
決
の
両

面
を
市
民
に
示
し
、
理
解
を
得
て
進
め
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
は
ど
の
よ
う
に

取
り
組
む
の
か
。

	

市
で
は
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
を

踏
ま
え
、
２０４０
年
を
見
据
え
た
公
園
の
適
正
配

置
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
令
和
６
年
度
に
適

正
配
置
案
を
整
理
し
、
今
年
度
か
ら
地
域
住

民
と
の
意
見
交
換
を
始
め
て
い
る
。
ま
た
、

現
在
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
老
朽
化
し
た
施

設
が
多
く
、
す
ぐ
に
修
繕
等
の
対
応
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
使
用
禁
止

や
撤
去
の
方
針
、
問
い
合
わ
せ
先
等
を
明
示

し
、
利
用
者
に
分
か
り
や
す
く
周
知
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
今
後
も
地
域
の
皆
様
に
丁

寧
な
説
明
を
行
い
、
様
々
な
意
見
を
聞
き
な

が
ら
取
組
を
進
め
て
い
く
。

公
園
の
在
り
方

問問答

新
政
ミ
ラ
イ

高
橋
　
佳
子
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� 議決結果 ※賛成者は「〇」、反対者は「×」、欠席者は「欠」、除斥者は「除」、退席者は「－」と表記しています。
※議長は表決に加わらないため、「/」表記としています。

議案
番号 議案名 議決

結果

市民クラブ 自民創生 新政ミライ 公明党 日本
共産党

なが
さき
次世
代の
党

明政
クラ
ブ

池
田 

章
子

五
輪
　
清
隆

井
上
　
重
久

梅
原
　
和
喜

木
森
　
俊
也

中
里
　
泰
則

中
山
　
　
大

野
口
　
達
也

山
口
た
か
ゆ
き

山
谷
よ
し
ひ
ろ

相
川
　
和
彦

浅
田
　
真
五

岩
永
敏
博（
議
長
）

梅
元
　
建
治

柿
田
　
　
正

澤
㔟
み
ず
き

竹
田
　
雄
亮

山
﨑
　
　
猛

山
下
　
巌
記

吉
原
　
　
孝

阿
部
の
ぞ
み

平
　
た
け
し

高
橋
　
佳
子

武
次
　
良
治

都
留
か
す
み

平
野
　
　
剛

毎
熊
　
政
直

森
き
ょ
う
へ
い

山
口
ま
さ
よ
し

永
尾
　
春
文

林
　
　
広
文

久
　
八
寸
志

福
澤
　
照
充

向
山
　
宗
子

山
本
　
信
幸

大
石
ふ
み
き

中
西
　
敦
信

梅
本
け
い
す
け

筒
井
　
正
興

86号 教育委員会の委員の任命について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
87号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
88号 人権擁護委員の候補者の推薦について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
89号 令和７年度長崎市一般会計補正予算（第３号） 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
90号 令和７年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算

（第１号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
93号 長崎市手数料条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇

94号
長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運
動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改
正する条例

原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

95号 長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
96号 長崎市チトセピアホール条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
97号 長崎ブリックホール条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
98号 長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
99号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の

一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

100号 長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
101号 長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
102号 長崎市立学校施設使用料等条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
103号 長崎市税条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
104号 長崎市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
105号 長崎市科学館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
106号 長崎市恐竜博物館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
107号 長崎市公民館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
108号 日吉自然の家条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
109号 長崎市図書館条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
110号 長崎市民会館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
111号 長崎市文化センター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
112号 長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
113号 長崎市障害福祉センター条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
114号 長崎市市民センター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
115号 長崎市銭座地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇

116号 長崎市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇

117号 長崎市外海ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
118号 長崎市池島中央会館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
119号 長崎市離島振興センター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
120号 長崎市健康づくりセンター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
121号 長崎市公衆浴場条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
122号 長崎のもざき恐竜パーク条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
123号 長崎市あぐりの丘条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
124号 長崎市体育館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
125号 長崎市民水泳プール条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
126号 長崎市民アーチェリー場条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
127号 長崎市市民生活プラザ条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
128号 長崎市漁港管理条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
129号 長崎市高島ふれあい海岸条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
130号 長崎市野母崎高浜海岸交流施設条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
131号 長崎市さくらの里条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
132号 長崎市体験の森条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
133号 長崎市植木センター条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
134号 長崎市農業活性化センター条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
135号 長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
136号 出島メッセ長崎条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
137号 長崎市永井隆記念館条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
138号 グラバー園条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
139号 長崎市索道施設条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
140号 長崎ペンギン水族館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
141号 長崎市亀山社中記念館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
142号 長崎市博物館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
143号 長崎市遠藤周作文学館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
144号 長崎市ド・ロ神父記念館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
145号 出島条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
146号 長崎市旧居留地建造物条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
147号 長崎市中の茶屋条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
148号 長崎市心田庵条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
149号 長崎市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
150号 長崎市伊王島灯台記念館条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
151号 長崎市高島石炭資料館条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
152号 長崎市端島見学施設条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
153号 長崎市軍艦島資料館条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
154号 長崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇

155号 長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
156号 長崎市有墓地条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
157号 長崎市もみじ谷葬斎場条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇

158号 長崎市夜間急患センター条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
159号 長崎市診療所条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
160号 長崎市都市公園条例の一部を改正する条例 修正可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
161号 長崎市公園条例の一部を改正する条例 原案可決 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
162号 長崎市黒崎海岸有料シャワー施設条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
163号 長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
164号 長崎市港湾施設条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
165号 長崎市駐車場条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
166号 長崎市二輪車等駐車場条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
167号 長崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
168号 長崎市下水道条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
169号 長崎市池島炭鉱体験施設条例を廃止する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇
170号 財産の取得について（簡易トイレ） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
171号 財産の取得について（学習者用タッチパネル式ノート型パソコン） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

172号 工事の請負契約の締結について（公用車駐車場等建設電気工事） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

173号 工事の請負契約の締結について（端島炭坑跡護岸施設補強工事（その４）） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

174号 工事の請負契約の締結について（琴海中学校改築主体工事） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

175号 工事の請負契約の一部変更について（小島小学校改築主体工事） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

176号 製造の請負契約の締結について（長崎原爆資料館展示更新実施設計・制作施工） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

177号 地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の変更の認可について 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇
178号 仲裁について（新東工場整備運営事業　建設工事） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
179号 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について（京泊３丁目） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議５号 使用料及び手数料の改定に当たり適切な対応を求める意見書について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ × 〇

議決結果及び議案の詳細はホームページでご覧になれます。
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総務委員会　長崎市手数料条例を可決
　第93号議案「長崎市手数料条例」については、市
が徴収する手数料を改定すること及び徴収時期の明
確化並びに減免規定の見直し等を行うものです。
　委員会では、各種証明手数料に係るコンビニ交付
の料金を据え置いて、窓口交付の料金を上げること
に対する見解について質すなど、内容検討の結果、一
部委員から、現行の料金を受益者負担の適正化に応

じて引き上げることは、市民サービスの維持に努め、
現行の料金を据え置くことを求める立場から認めら
れないことを主な論拠とする反対意見が出されまし
た。一方、コンビニ交付やマイナンバーカードの利用
拡大に向けた方策などを庁内で検討してほしいとの
要望を付した賛成意見が出されましたので、採決の結
果、賛成多数で原案を可決しました。

教育厚生委員会　長崎市民会館条例の一部を改正する条例を可決
　第110号議案「長崎市民会館条例の一部を改正す
る条例」については、同施設の利用料金の基準とす
る額の改定及びその他所要の整備をしようとするも
のです。
　委員会では、軽スポーツ室における平日及び土日
休日の利用料金区分を統一した理由、貸館施設に子

ども料金の設定がない理由について質すなど、内容
検討の結果、市民体育館の練習利用及び卓球室につ
いては子ども料金の適用がなくなることで、小中高
校生の負担が大きくなることから認められないこと
を主な論拠とする反対意見が出されましたので、採
決の結果、賛成多数で原案を可決しました。

建設水道委員会　長崎市都市公園条例の一部を改正する条例を修正可決
　第160号議案「長崎市都市公園条例の一部を改正
する条例」は、都市公園の使用料及び利用料金の基
準とする額の改定をしようとするものです。
　委員会では、長崎市平和会館において、空調設備
等の料金を使用料に含めたことで、使用料が大幅な
値上がりとなっていることから、これまでの空調設
備等の利用実績や利用者への事前の説明状況につい
て質すなど、慎重に審査しました。
　その結果、空調設備等の料金を使用料に含めたこ
とで、これまでの使用料から最大で約14.5倍の上が
り幅となり、空調設備を利用しない人がその費用ま

で支払わなければならないことから認められない等
の理由により、５名の委員から連名で、平和会館の
使用料において、空調設備等の料金を使用料に含め
た料金設定から、使用料の改定分のみを増額する料
金設定に改めようとする修正案が出されました。
　その後の討論で、平和会館以外の施設においても
空調設備等の料金が使用料に含まれていることから
認められないなどの反対意見が出された一方、今後
は施設の利用実態に応じた対応を行ってほしいなど
の要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛
成多数で修正可決しました。

環境経済委員会　長崎ペンギン水族館条例の一部を改正する条例を可決
　第140号議案「長崎ペンギン水族館条例の一部を
改正する条例」は、施設の利用料金の基準とする額
の改定をしようとするものです。
　委員会では、家族で訪れた場合にかかる料金の他
の水族館との比較や子育て支援の観点から見た検討
状況、施設の利用促進や情報発信のための減免につ
いてさるくガイドや観光大使等を新たに対象とする
一方で、同様の効果が期待できる小中学生や引率者

等は減免を一部廃止することの妥当性について質す
など、慎重に審査しました。
　その結果、値上げによって利用者の減も見込まれ
ることから、家族割などの新しい料金体系を検討し
てほしい、家族連れは情報発信に寄与すると考える
ことから、減免の対象としてほしいなどの要望を付
した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。
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人　事
　次の人事案件について、同意することに決定しました。
▶教育委員会の委員
　北川　栄太　氏（再任）
▶固定資産評価審査委員会の委員
　山内　邦彦　氏（再任）
▶人権擁護委員の候補者
　井口　元孝　氏（新任）、　澤谷　修造　氏（再任）
　白川　鮎美　氏（新任）、　馬場　登喜子　氏（新任）

その他
▶社会福祉法人等無報酬役員届出書の提出
　長崎市議会議員政治倫理条例に基づき、６月
23日に森きょうへい議員から届出書が提出され
ました。

陳　情
　委員会審査を行った陳情は、次のとおりです。
▶一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会（NITCA）と長崎市の関係性におけるガバナンスおよび
運営構造に関する問題点の指摘と改善を求める陳情（環境経済委員会）
▶亀山社中記念館の入館料改定に関する陳情（環境経済委員会）

議員派遣
　次のとおり、各都市へ議員を派遣しました。
▶�セントポール市姉妹都市提携70周年記念公式

訪問団への参加
派遣期間：令和７年８月21日～８月26日
派遣場所：米国 セントポール市
派遣議員：相川　和彦、井上　重久、向山　宗子

▶夜景サミット2025 in 台湾への参加
派遣期間：令和７年９月30日～ 10月３日
派遣場所：台湾
派遣議員：木森　俊也、毎熊　政直

11月定例会の予定 ※日程は変更となる場合があります。
11月25日（火） 本会議（招集日）
11月28日（金）,
12月１日（月）～３日（水） 本会議（市政一般質問）

12月４日（木）～５日（金）,
12月８日（月）～９日（火） 常任委員会

12月10日（水） 特別委員会
12月12日（金） 本会議（委員長報告等）

次号：令和８年2月１日発行予定

※行政視察報告書は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。→

委員会名 日程 視察先 調査事項

総務委員会
委員長班 ４/16～18 相模原市ほか さがみはらみんなのシビックプライド向上計画など
副委員長班 ４/16～18 金沢市ほか 金沢文化スポーツコミッションなど

教育厚生委員会
委員長班 ４/22～24 札幌市ほか 公立夜間中学など
副委員長班 ４/23～25 足立区ほか 子どもの貧困対策など

環境経済委員会
委員長班 ５/12～14 三浦市ほか 海の駅「うらり」など
副委員長班 ４/22～24 函館市ほか 観光客誘致の取組など

建設水道委員会
委員長班 ５/７～９ 神戸市ほか 神戸ウォーターフロントビジョンなど
副委員長班 ５/12～14 千葉市ほか Park－PFIによる千葉公園の整備など

旧合併町活性化対策
特別委員会

委員長班 ７/28～30 鳥取市ほか 地域振興未来会議など
副委員長班 ７/14～16 呉市ほか ゆめづくり地域協働プログラムなど

官民連携在り方検討
特別委員会

委員長班 ７/29～31 横須賀市ほか 民官連携窓口など
副委員長班 ７/28～30 盛岡市ほか きたぎんボールパークなど

長崎港活性化対策
特別委員会

委員長班 ７/14～16 静岡市ほか 清水港におけるクルーズ船受け入れ施策など
副委員長班 ７/23～25 福岡市ほか 博多港における物流ネットワークなど

議会運営委員会 ７/28～30 益田市ほか 議会活性化の取り組み状況など


